
第８次新潟県地域保健医療計画に基づく圏域別取組みの進め方について 

 

 第７次計画 第８次計画 

位置づけ  計画の一部として「圏域別重点取組

方針」を策定 

 計画（ロジックモデル）に沿って圏域

の取組み等を整理し、公表 

対象分野  重点課題として２～３の分野を選択  ５疾病６事業及び在宅医療について圏

域の取組みを整理 

 課題設定は各圏域の裁量 

 ただし、「在宅医療」は全圏域で取扱

う 

議論の場 地域医療連絡協議会 同左 

進行管理 毎年度ごとに進行管理 同左 

 

【参考】 

 

○ 第７次新潟県地域保健医療計画では、各圏域で２～３の重点課題（圏域別重点取組

方針）を設定し、毎年度開催する地域医療連絡協議会にて検討を実施。 

 

 

 

○ 第８次新潟県地域保健医療計画では、「５疾病・６事業及び在宅医療」の全ての分

野について、圏域の取組みをロジックモデルに沿って取りまとめて公表。 

○ 課題設定は各圏域の裁量とするが、在宅医療については全圏域で取り扱う。 

○ これに合わせ、従来の圏域別重点取組方針は廃止。 
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